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年 交付金等の制度 振興事業等 

S26 ＜国庫納付金＞ 

施 行 者→国 庫 
※振興事業は国自らが実施。 

S29 ＜納入金＞ 

施 行 者→連 合 会 
※国に代わり、連合会が実施。 

S34 ＜交付金＞ 

施 行 者→連 合 会 
      ↓（委託） 
     工業振興会 

※振興事業は連合会と、連合会の委託を受けた

工業振興会が実施 
※工業振興会は、連合会の振興部を独立させて

設立。 

 

S37 ＜交付金＞ 

施 行 者→船舶振興会 
※観光、体育事業等へ振興事業の対象を拡大す

ることに伴い、船舶振興会を設立。 

※その際、工業振興会に属する一切の権利義務

を船舶振興会が承継。船舶振興会は、工業振興

会と同様、財団法人として設立。 

注） 連合会･･･(社)全国モーターボート競走会連合会、工業振興会･･･(財)日本船舶工業振興会、 

船舶振興会･･･(財)日本船舶振興会 

(財)日本船舶振興会の組織のあり方について

(財)
日
本
船
舶
振
興
会

＜モーターボート競走法による監督＞

・役員の選任認可

・事業計画及び収支予算の認可

・業務の方法の認可 等

＜特殊法人としての規制＞

・役員の任期 （長期在任の制限）

・政府調達に関するアクションプログラム

・行政評価・監視

＜公益法人としての規制＞
・役員について、天下りや同一業界出身
者の制限

・外部監査の導入

・主務大臣による業務監査

日本船舶振興会については、財団法人として、民間と同じく機動的、柔軟な運営を行う
一方、公益法人としての規制に加え、特殊法人としての規制も課している。
競艇事業を所管する国土交通省としての立場からは、国の関与については、財団法人
として、モーターボート競走法に基づき指導・監督することによって十分な規制を実施して
いると考える。

【公営ギャンブルの規制】

【法人としての規制】

＜法人組織のあり方の方向＞

＜現在の規制＞＜船舶振興会設立までの経緯＞
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助
成
事
業
の
終
了
・報
告

監 査
（確定・随時監査）

事業評価

事業評価

助成事業
の実施

＜助成金交付決定後の流れ＞ 全ての事業の会計
面について実地監
査を実施

全ての事業につい
て評価を実施（簡
易な評価を含む）

一部の事業につ
いて評価を実施

監査グルー
プ等の内部
組織により
実施

専門の民間
会社に委託

評価結果の全部
を報告

評議員会
（評価部会）

結果をホーム
ページ等で公表

結果を当該事
業や次年度以
降の助成事業
に反映

評価を行う事業及び委託先の選定
は評議員会に諮り決定する

評価結果の一部
を報告

助成金交付事業の透明性の向上について
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新たに実施する制度

※平成19年度から実施予定

外部機関による評価制度の導入

補助金適正化法の準用

助成金交付事業の透明性の向上を図るため、従来の監査制度に加え、外部機関による事
業評価制度を導入する。

さらにその透明性の向上を図るため、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
に基づく規定を準用することについて検討する。



モーターボート競走事業の活性化について
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モーターボート競走事業の売上が大きく落ち込む中、施行者の経営
状況が極めて厳しい。

開催経費の徹底した見直しなど、さらなる経費節減に向けた努力が必
要。
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職員・従事員人件費

管理費

施設等借上料

負担金等

選手費

＜赤字施行者数の推移（開催収益ベース）＞ ＜売上額に占める各経費の割合＞

※管理費には、需用費、広報宣伝費、舟券発売機
のリース料等が含まれている。

赤字施行者の状況を踏まえ、施行者の経営改善策を一層徹底するとともに、売上向
上策について取り組む必要がある。
これらの検討状況を踏まえて、交納付金のあり方も含め、競艇事業の活性化策につ
いて関係者間で議論する。



モーターボート競走の概要

【施行者】

４１団体

＜構成自治体数＞・・・・１３８

県 １

施行組合 １９
（構成市町村１１６）

市 ２１

【関係団体】

（社）モーターボート競走会 （１８団体）

（社）全国モーターボート競走会連合会

（財）日本船舶振興会

（社）日本モーターボート選手会

【選手】

登録選手数 １，４７９人

平成１７年１１月現在

前売専用
唐 津

唐津

若松

下関

福岡

ＢＰなんぶ

ＢＰ河辺

ＢＰ大郷

ＢＰ川崎

ＢＰ玉川

桐生

戸田

江戸川

平和島

多摩川

ＢＰ岡部

浜名湖

蒲郡

常滑

津

ＢＰ市原

三国

びわこ

住之江

尼崎

ＢＰ神戸新開地

ＢＰ姫路

児島

ＢＰ松江

鳴門

丸亀

ＢＰまるがめ

ＢＰ土佐

ＢＰ朝倉

ＢＰ高城

ＢＰ勝山
大村

ＢＰ三日月

芦屋

徳山

宮島

ＢＰ呉

●：競走場・・・２４ヶ所
●：ボートピア（ＢＰ）・・・１９ヶ所
●：前売専用・・・２ヶ所

ＢＰ岩間

前売専用
おおむら

ＢＰ金峰

【競走場及び場外発売場の所在地】
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モーターボート競走の売上金等の流れ

勝舟投票券売上額
100%

的 中 払 戻 金
【競走法第10条】

（財）日本船舶振興会交付金
【競走法第19条第1号及び第2号】

(社)モーターボート競走会交付金
【競走法第20条】

公営企業金融公庫納付金
【地方財政法第32条の2】

開 催 経 費
（管理費、選手賞金、施設費等）

施 行 者 収 益
【競走法第20条の2】

約75%

約3.3%

約1.2%

約1.1%

実費

残額

＜交付金の使途＞

・造船・舶用工業（モーターボート関連）業界に
対する貸付

・造船・舶用工業（モーターボート関連）分野に
おいて活動する公益法人等に対する補助及
び特定業務

・その他公益分野において活動する公益法人
等に対する補助及び特定業務

＜交付金の使途＞

競走の審判、競走に出場する選手の検査、競
走に使用するボート・モーターの検査、その他
競技運営

＜納付金の使途＞

公営企業（ガス、水道、病院等）に係る地方債
の利子補給

＜収益金の使途＞

教育費、土木費、保健衛生費、公営住宅費等

約19.4%

＜9,838億円＞ 127億円

322億円

7,360億円

102億円

入場料等収入

受託業務収入

＜431億円＞

＜125億円＞

129億円

2,355億円

＜平成１６年度実績（速報値）＞
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（財）日本船舶振興会の概要

１．目的

船舶関係事業、海難防止事業、その他公益事業の振興

２．設立

昭和37年10月 設立

３．業務概要

⑴ 船舶関係事業及び海難防止事業の振興を図るための補助

⑵ 公益事業の振興を図るための補助

⑶ その他公益事業の振興を図るために必要な業務

４．役職員数

⑴ 役員数 １８名 ･･･大臣認可

・理 事 １４名（うち常勤６名）

・監 事 ４名（うち常勤２名）

⑵ 職員数 ９８名（平成17年度予算定員）

５．組織

６．交付金収入の推移

評議員会 理事会 監事会

会長 理事長

常務理事

総務グループ

公益・ボランティア
支援グループ

広報グループ

経営企画グループ

海洋グループ

国際協力グループ

監査グループ

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

731 749
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